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下関/太倉航路 危険品船積みに際してのお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

平素より弊社の下関/太倉航路運営につきましては、格別のご高配を賜り、 

厚く御礼申し上げます。 

 

さて、下関/太倉航路危険品船積みに際して、当社は荷主様からの申告に基づき、

国連規則 IMDG コードに従って貨物の引き受け・海上輸送を行っております。 

よって、荷主様から当社への危険品申告は大変重要であり、万が一、申告漏れ

や誤申告等が発覚した場合、本船への適切な積み付け・管理が出来なくなり、

人命・安全運航を脅かす重大な事態が発生する可能性があります。 

 

また、近年中国当局の規制が厳格化され、中国当局の検査により申告漏れが発

見された場合には荷主様に高額な罰金が科されることがあります。 

 

つきましては、荷主様の貨物を安全かつ確実に目的地まで海上輸送するため、

危険品の船積みに際しては今一度、下記事項を徹底して頂きたく、何卒ご協力

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

・荷主様の責任により貨物が国連規則 IMDG コードで規定された危険物に該当す

るか否かを識別・確認してください。 

・貨物が危険品に該当する場合には、BOOKING 時に正しい情報を漏れなくお知ら

せください。 

・国連規則 IMDG コードで定められた要件を遵守してください。 

 

 

以上 


